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令和元年５月２２日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成３０年(ワ)第１０１５７号 独占的通常実施権に基づく損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 平成３１年３月２０日 

判         決 

原         告        株 式 会 社 テ ス コ ム 5 

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士     柳  澤  圭 一 郎 

                松 井  彬 

                田   村   洋   三 

                平   井   佑   希 

同 補 佐 人 弁 理 士     保   立   浩   一 10 

被         告     株 式 会 社 Ｎ Ｓ Ｃ 

（以下「被告ＮＳＣ」という。） 

被         告     株式会社ジャパンディスプレイ 

（以下「被告ＪＤＩ」という。） 

被告ら訴訟代理人弁護士     高  橋  雄 一 郎 15 

被告ら訴訟代理人弁理士     林  佳 輔 

                望 月 尚 子   

主            文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 20 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告らは，原告に対し，連帯して３億３０００万円及びこれに対する平成  

３０年４月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は被告らの負担とする。 25 

３ 仮執行宣言 
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第２ 事案の概要 

１ 本件は，発明の名称を「フラットパネルディスプレイの製造方法，フラット

パネルディスプレイ用のガラス基板の外面機械研磨装置」とする発明に係る特

許権（特許番号第３７４１７０８号。以下「本件特許権」又は「本件特許」と

いう。また，特許請求の範囲請求項の符号に従って同各請求項に係る発明を5 

「本件発明１」などといい，本件発明１，２，７及び８を総称して「本件各発

明」という。）の独占的通常実施権者である原告が，被告らによるフラットパ

ネルディスプレイの製造方法は本件発明１及び２の技術的範囲に属し，被告Ｎ

ＳＣの使用する装置は本件発明７及び８の技術的範囲に属すると主張し，本件

発明１及び２については被告らが共同して原告の独占的通常実施権を侵害し，10 

本件発明７及び８については被告ＮＳＣが同権利を侵害したとして，被告らに

対し連帯して損害賠償金３億３０００万円（一部請求）及びこれに対する不法

行為の後の日である平成３０年４月１７日（本訴状送達の日の翌日）から支払

済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣15 

旨により認定することができる事実。なお，本判決を通じ，証拠を摘示する場

合には，特に断らない限り，枝番を含むものとする。） 

(1) 当事者 

ア 原告は，半導体製造装置の製造，販売を目的とする株式会社である。 

   イ 被告ＪＤＩは，液晶ディスプレイの製造・販売等を行う会社である。 20 

     被告ＮＳＣは，ガラスの加工等を行う会社である。 

  (2) 原告の独占的通常実施権 

    原告は，平成２１年６月２３日，甲地所在の株式会社ジィディに対し，本

件特許権を譲渡するとともに，同社から，同日，本件特許権の独占的通常実

施権の許諾を受けた。（甲２） 25 

(3) 本件特許権 
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 本件特許権の概要は，以下のとおりである。 

 登 録 番 号  特許第３７４１７０８号 

 発明の名称  フラットパネルディスプレイの製造方法，フラットパ

ネルディスプレイ用ガラス基板の外面機械研磨装置 

 優 先 日  平成１６年６月３日（優先権主張国：日本，特願２０5 

０４－１６６２５６） 

 出 願 日  平成１６年１２月１７日 

 登 録 日  平成１７年１１月１８日 

(4) 本件特許の特許請求の範囲 

 本件特許の特許請求の範囲（請求項の数１２）のうち請求項１，２，７及10 

び８の記載（本件各発明）は，以下のとおりである（下線部は，平成１７年

９月２６日受付に係る手続補正書（乙１０）により補正された部分。なお，

同手続補正後の本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」とい

う。）。 

ア 請求項１ 15 

   「一方又は双方がガラス基板である一対の基板の少なくとも一方に電極

を形成する電極形成工程と，電極形成工程の後に一対の基板をシール

材を介して貼り合わせ内部を封止する封止工程と，封止工程の後に，

ガラス基板である一方又は双方の基板の外面を機械的に研磨して厚さ

を薄くする外面機械研磨工程とを含むフラットパネルディスプレイの20 

製造方法であって， 

     前記外面機械研磨工程は，前記ガラス基板の外面の材料を溶出させ

る溶出液を前記外面に向けて噴射することで自重による加速度より大

きな加速度を付けて溶出液を前記外面に吹き付けて前記外面を衝撃し，

前記一方又は双方の基板を，溶出液を噴射するノズルの噴射孔に対し25 

て相対的に機械的に移動させながら，溶出液により前記外面を溶かし
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出し溶出液による衝撃の物理的作用を利用して研磨する工程であり， 

     前記溶出液による前記外面の衝撃の際の圧力は，０．５ｋｇ／ｃｍ²

～３．５ｋｇ／ｃｍ²の範囲であることを特徴とするフラットパネルデ

ィスプレイの製造方法。」 

イ 請求項２ 5 

  「前記溶出液は，フッ酸であることを特徴とする請求項１記載のフラッ

トパネルディスプレイの製造方法。」 

   ウ 請求項７  

「フラットパネルディスプレイ用のガラス基板の外面を機械的に研磨

して厚さを薄くする外面機械研磨装置であって， 10 

   内部で外面機械研磨処理が行われる処理チャンバーと， 

   処理チャンバー内の所定位置に前記ガラス基板を保持する基板保

持具と， 

   前記外面の材料を溶出させる溶出液を前記基板保持具に保持され

た前記ガラス基板の当該外面に向けて噴射する噴射孔を有するノズ15 

ルと， 

   ノズルに溶出液を供給する溶出液供給系と 

を備えており， 

   前記溶出液供給系は，自重による加速度より大きな加速度を付け

て溶出液を前記外面に吹き付けて前記外面を衝撃し，衝撃による物20 

理的作用を利用して前記外面を研磨できる圧力で溶出液を前記ノズ

ルに供給するものであり， 

   さらに，溶出液が噴射される前記一方又は双方の基板を，ノズル

の噴射孔に対して相対的に機械的に移動させる移動機構を備えてお

り， 25 

 前記溶出液供給系は，前記ノズルの噴射孔から前記溶出液が噴射
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されて前記ガラス基板の外面を０．５ｋｇ／ｃｍ２～３．５ｋｇ／

ｃｍ２の範囲の圧力で衝撃するよう前記ノズルに前記溶出液を供給

するものであることを特徴とする外面機械研磨装置。」 

   エ 請求項８  

「前記溶出液は，フッ酸であることを特徴とする請求項７記載の外面5 

機械研磨装置。」 

(5) 本件各発明の構成要件の分説 

 本件各発明をそれぞれ構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，

それぞれの記号に従い「構成要件１Ａ」などという。）。 

ア 本件発明１ 10 

   １Ａ 一方又は双方がガラス基板である一対の基板の少なくとも一方に

電極を形成する電極形成工程と， 

   １Ｂ 電極形成工程の後に一対の基板をシール材を介して貼り合わせ内

部を封止する封止工程と， 

   １Ｃ(1) 封止工程の後に，ガラス基板である一方又は双方の基板の外面15 

を機械的に研磨して厚さを薄くする外面機械研磨工程と 

   １Ｃ(2) を含むフラットパネルディスプレイの製造方法であって， 

   １Ｄ(1) 前記外面機械研磨工程は，前記ガラス基板の外面の材料を溶出

させる溶出液を前記外面に向けて噴射することで自重による加速度

より大きな加速度を付けて溶出液を前記外面に吹き付けて前記外面20 

を衝撃し， 

   １Ｄ(2) 前記一方又は双方の基板を，溶出液を噴射するノズルの噴射孔

に対して相対的に機械的に移動させながら， 

   １Ｄ(3) 溶出液により前記外面を溶かし出し溶出液による衝撃の物理的

作用を利用して研磨する工程であり， 25 

   １Ｅ 前記溶出液による前記外面の衝撃の際の圧力は，０．５ｋｇ／ｃ
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ｍ²～３．５ｋｇ／ｃｍ²の範囲であることを特徴とする 

   １Ｆ フラットパネルディスプレイの製造方法。 

   イ 本件発明２ 

    ２Ｇ 前記溶出液は，フッ酸であることを特徴とする請求項１記載のフラ

ットパネルディスプレイの製造方法。 5 

   ウ 本件発明７ 

７Ａ フラットパネルディスプレイ用のガラス基板の外面を機械的に

研磨して厚さを薄くする外面機械研磨装置であって， 

７Ｂ 内部で外面機械研磨処理が行われる処理チャンバーと， 

７Ｃ 処理チャンバー内の所定位置に前記ガラス基板を保持する基板10 

保持具と， 

７Ｄ 前記外面の材料を溶出させる溶出液を前記基板保持具に保持さ

れた前記ガラス基板の当該外面に向けて噴射する噴射孔を有する

ノズルと， 

７Ｅ ノズルに溶出液を供給する溶出液供給系とを備えており， 15 

７Ｆ 前記溶出液供給系は，自重による加速度より大きな加速度を付

けて溶出液を前記外面に吹き付けて前記外面を衝撃し，衝撃によ

る物理的作用を利用して前記外面を研磨できる圧力で溶出液を前

記ノズルに供給するものであり， 

７Ｇ さらに，溶出液が噴射される前記一方又は双方の基板を，ノズ20 

ルの噴射孔に対して相対的に機械的に移動させる移動機構を備え

ており， 

７Ｈ 前記溶出液供給系は，前記ノズルの噴射孔から前記溶出液が噴

射されて前記ガラス基板の外面を０．５ｋｇ／ｃｍ２～３．５ｋ

ｇ／ｃｍ２の範囲の圧力で衝撃するよう前記ノズルに前記溶出液25 

を供給するものであることを特徴とする外面機械研磨装置。 
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   エ 本件発明８ 

８Ａ 前記溶出液は，フッ酸であることを特徴とする請求項７記載の

外面機械研磨装置。 

  (6) 原告の主張する被告の製造方法及び装置（なお，被告の製造方法及び装置

の認定は構成要件充足性の判断によることになるので，ここでは原告の主張5 

を記載している。） 

ア 被告らの製造方法 

 原告は，被告らが以下の製造方法（以下「被告方法」という。）によ

り，フラットパネルディスプレイを製造していると主張する（なお，各

項末尾の括弧内は実際の行為者である。）。 10 

(ｱ) 請求項１に関して 

    １ａ 一方又は双方がガラス基板である一対の基板の少なくとも一方に

電極を形成する電極形成工程と，（被告ＪＤＩ） 

    １ｂ 電極形成工程の後に一対の基板をシール材を介して貼り合わせ内

部を封止する封止工程と，（被告ＪＤＩ） 15 

    １ｃ(1) 封止工程の後に，ガラス基板である一方又は双方の基板の外面

を機械的に研磨して厚さを薄くする外面機械研磨工程と（被告ＮＳ

Ｃ） 

    １ｃ(2) を含むフラットパネルディスプレイの製造方法であって，（被

告ＪＤＩ） 20 

    １ｄ(1) 前記外面機械研磨工程は，前記ガラス基板の外面の材料を溶出

させる溶出液をシャワー配管のノズルから前記外面に向けて噴射す

ることで自重による加速度より大きな加速度を付けて溶出液を前記

外面に吹き付けて前記外面を衝撃し，（被告ＮＳＣ） 

    １ｄ(2) 搬送シャフトを用いてローラ上のガラスを水平方向に移動させ，25 

溶出液をガラス基板に噴射し，（被告ＮＳＣ） 
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    １ｄ(3) 化学反応によりガラスを溶かす作用を有するフッ酸をシャワー

から噴射することによりガラス基板を研磨する工程を有し，（被告

ＮＳＣ） 

    １ｅ 前記溶出液による前記外面の衝撃の際の圧力は，０．５ｋｇ／ｃ

ｍ²～３．５ｋｇ／ｃｍ²の範囲であることを特徴とする（被告ＮＳ5 

Ｃ） 

    １ｆ フラットパネルディスプレイの製造方法。（被告ＪＤＩ） 

(ｲ) 請求項２に関して 

 ２ｇ 前記溶出液は，フッ酸であることを特徴とする請求項１記載の

フラットパネルディスプレイの製造方法。 10 

イ 被告装置 

 原告は，被告ＮＳＣは，以下の構成を備えた「枚葉式ケミカル研磨

装置」（以下「被告装置」という。甲３，４）を使用していると主張

する。 

(ｱ) 請求項７に関して 15 

 ７ａ フラットパネルディスプレイ用のガラス基板の外面にフッ酸

を噴射することで研磨して厚さを薄くする処理装置であって， 

 ７ｂ 内部で処理が行われる処理チャンバーと， 

 ７ｃ 処理チャンバー内の所定位置に前記ガラス基板を保持するロ

ーラと， 20 

 ７ｄ ガラス外面を溶出させるフッ酸を前記基板保持具に保持され

た前記ガラス基板の当該外面に向けて噴射する噴射孔を有する

ノズルと， 

 ７ｅ ノズルにフッ酸を供給する溶出液供給系とを備えており， 

 ７ｆ 前記溶出液供給系は，自重による加速度より大きな加速度を25 

付けてフッ酸を前記外面に吹き付けて前記外面を衝撃し，衝撃
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による物理的作用を利用して前記外面を研磨できる圧力でフッ

酸を前記ノズルに供給するものであり， 

 ７ｇ さらに，フッ酸が噴射される基板を，ノズルの噴射孔に対し

て相対的に移動させるローラを備えており， 

 ７ｈ 前記溶出液供給系は，前記ノズルの噴射孔から前記フッ酸が5 

噴射されて前記ガラス基板の外面を１〜１．２ｋｇ／ｃｍ２の圧

力で衝撃するよう前記ノズルに前記溶出液を供給するものであ

ることを特徴とする処理装置。 

    (ｲ) 請求項８に関して 

 ８ａ 前記溶出液は，フッ酸であることを特徴とする処理装置。 10 

  (7) 被告らの行為 

    被告ＪＤＩは，国内に所有する工場においてフラットディスプレイパネル

を製造しており，その過程のうち，ガラス基板の薄型化処理を被告ＮＳＣに

委託している。 

３ 争点 15 

(1) 被告方法が本件発明１及び２の技術的範囲に属するか（争点１） 

ア 構成要件１Ｃの充足性（争点１－１） 

イ 構成要件１Ｄの充足性（争点１－２） 

ウ 構成要件１Ｅの充足性（争点１－３）  

(2) 被告装置が本件発明７及び８の技術的範囲に属するか（争点２） 20 

 ア 構成要件７Ａの充足性（争点２－１） 

 イ 構成要件７Ｃの充足性（争点２－２） 

 ウ 構成要件７Ｆの充足性（争点２－３） 

  エ 構成要件７Ｈの充足性（争点２－４） 

 オ 構成要件８Ａの充足性（争点２－５） 25 

(3) 共同不法行為等の成否（争点３） 
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(4) 被告ＮＳＣによる間接侵害の成否（予備的主張）（争点４） 

(5) 損害発生の有無及びその額（争点５） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１－１（構成要件１Ｃの充足性）について 

〔原告の主張〕 5 

  被告ＮＳＣの行為は，構成要件１Ｃ(1)の「封止工程の後に，ガラス基板で

ある一方又は双方の基板の外面を機械的に研磨して厚さを薄くする外面機械研

磨工程と」との要件を充足する。 

  「機械的に研磨」及び「機械研磨」の意義については，本件明細書等の段落

【００１４】に「「機械研磨」とは，吹き付け圧力という溶出液の物理的な作10 

用を利用した研磨であるという意味と，研磨の際にガラス基板１が機械的に移

動するという意味とを併せ持つ。」と説明されているところ，同段落にいう

「吹き付け圧力という溶出液の物理的な作用」とは，物理的な力のみによって

研磨を行うという意味ではなく，単にエッチング液（フッ酸などの溶出液）に

ガラス基板を浸漬したり，散布することとは異なるということを意味している。 15 

本件明細書等の段落【００１５】及び【００１７】には，「ノズル４から

噴射された溶出液Ｌにより衝撃された外面は，溶出液Ｌに溶かし出され，

かつ溶出液Ｌの衝撃により流出していく。これにより外面が機械研磨さ

れ，ガラス基板１の厚さ（ひいては貼り合わせパネル１０全体の厚さ）が

薄くなる。」（段落【００１５】），「新鮮な溶出液Ｌが次々に供給される他，20 

外面の材料が溶け込んだ溶出液Ｌが衝撃により次々に流出していくので，

効率よく且つ均一性よく機械研磨が行える。外面のガラスの組成や結晶状

態に不均一な箇所があっても，物理的作用を併用しているため，充分均一

に機械研磨が行える。」（段落【００１７】）と記載されている。これらの記

載によれば，請求項１にいう「機械研磨」，「外面を衝撃」等の語は，溶出25 

液を外部に排出するに足りる程度の圧力で溶出液を供給することを意味
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し，その具体的な圧力が構成要件１Ｅの規定する「０．５ｋｇ／ｃｍ２〜

３．５ｋｇ／ｃｍ２」である。 

被告方法及び被告装置における衝撃圧力は約１．２ｋｇ／ｃｍ２程度であ

り，構成要件１Ｅに規定する圧力の範囲内で溶出液を供給していることか

ら，吹き付け圧力という溶出液の物理的な作用（溶出液の衝撃）を利用し5 

た機械研磨であるということができる。 

したがって，被告方法は，構成要件１Ｃを充足する。 

〔被告らの主張〕 

 被告方法は，「ガラス基板である一方又は双方の基板の外面を機械的に研磨

して」いないので，構成要件１Ｃ(1)を充足しない。 10 

原告は「機械研磨」とは，ガラスが溶け込んだ溶出液を流出させるために物

理的作用を利用するということを意味すると主張するが，この解釈は「機械的

に研磨」という文言の通常の意義に反する。本件明細書等の段落【００３５】，

【００３６】及び【００３７】によれば，本件発明１では溶出液の流出のみで

はなく，衝撃によるガラスの研磨作用を利用していると解すべきである。 15 

被告ＮＳＣによるガラス基板の薄型化処理は，ガラス基板に薬液を噴霧し

てガラス基板外面を溶かし出すというものであるが，ガラス基板に薬液を噴

霧する際に，薬液が基板外面に接するときの圧力は構成要件１Ｅの数値範囲

の下限の数値の７００分の１程度以下である（乙１）。被告ＮＳＣの方法に

かかるガラス基板の薄型化処理は，フッ酸を噴霧することでガラス基板表面20 

をフッ酸で濡らし化学的にエッチング処理をするものであり，「機械的に研

磨して厚さを薄くする外面機械研磨」（構成要件１Ｃ(1)）は行っていないの

で，同構成要件を充足しない。 

２ 争点１－２（構成要件１Ｄの充足性）について 

〔原告の主張〕 25 

   被告ＮＳＣは，シャワー配管されたスイング式のノズルからフッ酸を噴射し
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て散布しており（甲５），「前記ガラス基板の外面の材料を溶出させる溶出液を

前記外面に向けて噴射することで自重による加速度より大きな加速度を付けて

溶出液を前記外面に吹き付けて前記外面を衝撃し」ているということができる

ので，構成要件１Ｄ(1)を充足する。 

   また，被告ＮＳＣは，搬送シャフトを用いてローラ上のガラスを水平方向に5 

移動させ，溶出液をガラス基板に噴射する方法を使用しているが（甲４，６），

この方法は，「一方又は双方の基板を，溶出液を噴射するノズルの噴射孔に対

して相対的に機械的に移動させ」るものであるということができるので，構成

要件１Ｄ(2)を充足する。 

   さらに，シャワーによりガラス基板の外面に薬液を噴射する方法として，シ10 

ャワーから化学反応によりガラスを溶かす作用を有するフッ酸を噴射してガラ

ス基板を研磨する場合，ガラス基板上に噴射されたフッ酸は衝撃により流出す

るので，被告ＮＳＣが用いる方法は，「溶出液により前記外面を溶かし出し溶

出液による衝撃の物理的作用を利用して研磨する工程であ」り，構成要件１Ｄ

(3)を充足する。 15 

〔被告らの主張〕 

 前記のとおり，被告ＮＳＣによるガラス基板の薄型化処理において，ガラス

基板に薬液を噴霧する際に，薬液が基板外面に接するときの圧力は構成要件１

Ｅの数値範囲の下限の数値の７００分の１程度以下であるから，被告方法は

「大きな加速度を付けて溶出液を前記外面に吹き付けて前記外面を衝撃し，」20 

との構成（構成要件１Ｄ(1)）及び「溶出液による衝撃の物理的作用を利用し

て研磨する工程」（構成要件１Ｄ(3)）を備えていない。 

３ 争点１－３（構成要件１Ｅの充足性）について 

〔原告の主張〕 

   被告ＮＳＣの用いる方法によるフッ酸の噴射圧力は，「０．５ｋｇ／ｃｍ²25 

～３．５ｋｇ／ｃｍ²の範囲である」ので構成要件１Ｅを充足する。 
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  (1) 被告ＮＳＣは，株式会社いけうち（以下「いけうち」という。）製のワン

タッチタイプのノズル（型式：１／４Ｍ ＩＳＪＪＸ ０５０ ＰＰ（ＦＥＰ

Ｍ），吐出流量：約４Ｌ／ｍｉｎ，吐出タイプ：フルコーン（充円錐）。以下

「本件ノズル」という。甲７）を使用しているところ，同社作成のスプレー

ノズル流量線図（甲８）によれば，毎分４リットルの吐出量の場合，溶出液5 

の吐出圧力は約０．１２ＭＰａである。１ＭＰａは１０．１９７２ｋｇｆ／

ｃｍ²であるから，被告ＮＳＣの用いる方法によるフッ酸の噴射圧力は，次

のように算出される。 

    １０．１９７２ｋｇｆ／ｃｍ²×０．１２＝１．２２３６６４ｋｇｆ／ｃｍ² 

   これは，被告ＮＳＣがガラス基板に対してフッ酸を噴射する際の圧力であ10 

るが，ノズルからフッ酸が噴射される際の圧力と，噴射によってガラス基板

に加わる衝撃の圧力はほとんど変わらない。 

   したがって，被告ＮＳＣは構成要件１Ｅの「溶出液による前記外面の衝撃

の際の圧力は，０．５ｋｇ／ｃｍ²～３．５ｋｇ／ｃｍ²の範囲」に該当する

製造方法を用いているということができる。 15 

 (2) これに対し，被告らは，ガラス基板の外面に液滴が到達すれば液滴はガラ

ス基板外面上で横方向に広がり，広がった面積分だけ圧力は緩和されると主

張するが，本件ノズルから噴射される薬液は，噴射口からシャワー状に噴射

されるものであり，ガラス基板に到達するまでに空気中の気体分子と衝突す

るものの，慣性の法則に従って運動を続ける。ノズルによってシャワー噴霧20 

をした場合，薬液の粒は噴射圧力を概ね維持しつつガラス基板に衝突するの

で，ノズルからフッ酸が噴射される際の圧力と，噴射によってガラス基板に

加わる衝撃の圧力はほとんど変わらないことになる。 

  (3) ガラス基板の外面を均一に研磨するためには，各液滴によるガラス基板の

衝撃は「面状」になる必要があるが，これを達成するため，被告ＮＳＣはノ25 

ズルをスイングさせている。ノズルをスイングさせると，各液滴の到達位置
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が変化（スキャン）するから，ガラス基板の表面を面状に衝撃することがで

きる。また，本件明細書等に開示されているように基板をノズルに対して相

対的に移動させることによっても面状に衝撃することができる。各液滴の到

達位置が変わっても，各液滴の運動エネルギーは変わらないから，結局，一

定の時間内において，ガラス基板の外面はノズルの噴射圧力とほぼ同等の圧5 

力で面状に薬液の衝撃を受けることになる。 

(4) 被告らは，構成要件１Ｅの「ｋｇ／ｃｍ２」という単位で示される

「圧力」は１平方センチメートルあたりの平均の圧力を意味していると

主張するが，「ｋｇ／ｃｍ２」という単位は，平均値を求めているのでは

なく，ある特定の箇所に加えられている単位面積当たりの力を表してい10 

る。例えば，１ｃｍ２のうちの一部にのみ圧力が加えられているとした

場合に，その圧力の大きさを１ｃｍ２全体で除して１ｃｍ２当たりの平均

的な力の大きさによって表されるわけではない。 

  このことは，本件特許の特許請求の範囲の記載及び本件明細書等の記

載からも明らかである。すなわち，請求項１の「溶出液による前記外面15 

の衝撃の際の圧力は，」との文言及び請求項７の「前記溶出液供給系

は，前記ノズルの噴射孔から前記溶出液が噴射されて前記ガラス基板の

外面を０．５ｋｇ／ｃｍ²～３．５ｋｇ／ｃｍ²の範囲の圧力で衝撃す

る」との文言によれば，同各請求項にいう「圧力」は，溶出液がガラス

基板の外面に接触し，衝撃する際の圧力を意味すると解するのが自然で20 

ある。 

  また，前記のとおり，本件明細書等の段落【００１５】及び【００１

７】によれば，ノズルから噴射された溶出液の衝撃は，溶出液で外面の

材料が溶け込んだ溶出液を流出させるために加えられるものであるが，

このことからしても，本件発明１Ｅの「衝撃の際の圧力」は，溶出液が25 

ガラスを衝撃するそのスポットの衝撃圧力を意味すると解すべきであ
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る。 

(5) 原告の行ったプレスケールによる実験（甲１２。以下「甲１２実験」

という。）においては，ノズル側の噴射圧力を０．２ＭＰａとし，被告

ＮＳＣの主張するガラス基板とノズルとの距離１９０ｍｍとほぼ同じで

ある２００ｍｍの距離において，水道水で感圧シートを２分間衝撃した5 

際の圧力を測定した。 

 甲１２実験の結果，０．０５ＭＰａ（約０．５ｋｇ／ｃｍ２）まで測定可

能な感圧シート（５ＷＬ）を使用した場合には，測定上限を超えスケールア

ウトしたことから，より高い圧力を測定することができる感圧シート（４Ｗ

Ｌ）を使用して実験を行ったところ，０．８ｋｇ／ｃｍ２程度の衝撃圧力で10 

あることが明らかになった。ここにフッ酸と水道水の比重の違いを考慮すれ

ば，フッ酸を使用する被告ＮＳＣの処理方法，処理装置の場合には，衝撃圧

力は約１ｋｇ／ｃｍ２（０．８×１．２＝０．９６）程度であると考えられ

る。 

 これに対して，被告らは，甲１２実験の信用性が低いとして，①感圧シ15 

ートのごく一部で色を確認するのは誤りであり，一様の圧力がかかる全

体で色を対比しなければならない，②甲１２実験では，食品ラップによる

ラミネート加工による圧力が加わっている上，ラミネートしたまま水圧をか

けているためずりの力が加わっている，③噴霧による圧力を測定するのであ

れば，同じ感圧シートで噴霧エリアと噴霧エリア外を区画し，両者の色の違20 

いを確認する必要がある，④フッ酸の比重が大きいからといって，衝撃圧

力が比例的に大きくなるわけではない，⑤プレスケールは 1 回のみの押

圧がなされたときの圧力を測定するものであり，噴霧圧力のように，無

数の水滴が連続して到達する，いわば断続圧（連打圧）を測定するもの

ではないなどの点を指摘する。 25 

 しかし，上記①については，この被告ＮＳＣの指摘は，結局，「衝撃圧
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力」の解釈の相違に基づくものであり，構成要件１Ｅの「衝撃の際の圧

力」とは，溶出液が当たった箇所に加わった力であるから，感圧シート

全体の色ではなく，溶出液が衝撃した個々の赤い点の色を対比すべきで

ある。 

 上記②については，「ずりの力」による発色であれば，このような点5 

状の発色ではなく，擦ったような面状の発色となるはずであるが，甲１

２別紙５の２枚目（４ＬＷ）の拡大写真では個々の赤い点が観察されて

いる。同別紙１枚目（５ＬＷ）の写真では，そのほぼ全面においてスケ

ールアウトしているため，中心付近では観察しにくいが，その周辺部分

を見ると多数の赤い点が観察されていることがわかる。このような点状10 

の発色は，水滴が感圧シートを衝撃したことによって生じたものであ

る。 

上記③については，乙３の実験においても，水を噴射した領域のみが変色

しており，これによれば，プレスケールの変色が水の噴射によるものである

ことは明らかである。 15 

上記④については，物体がぶつかって衝撃する力が質量（比重）に比

例するのは当然であり，同⑤については，被告らが行った乙３の実験で

も，例えば図２５と図２６を比較して見ると，噴射時間が５秒でも２分

でも，発色点は同程度に発色しているのであり，その発色点の数が異な

るにすぎない。 20 

以上のとおり，被告らの指摘は，いずれも理由がない。 

  (6) 原告は，被告らによる上記(5)の指摘も踏まえ，プレスケールを用い

て瞬間圧を測定するため，噴射時間を５秒とする実験（甲１９。以下

「甲１９実験」という。）を行った。同実験は，(ⅰ)食品ラップではな

く，ジップバッグにプレスケールを入れて，２箇所をテープで台紙に固25 

定し，内部の空気を吸引して密着させることで，よりしっかりと被覆を
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固定し，(ⅱ)水を噴射する領域と噴射しない領域とを区画するため，プ

レスケールの上に，スペーサで浮かした塩ビ板を配置して，略半分の領

域を覆い，(ⅲ)プレスケールの発色の程度の評価については，目視によ

るのではなく，プレスケールの販売会社である富士フイルム株式会社

（以下「富士フイルム」という。）が公式に配布しているプレスケール解5 

析用のソフトウェアにより行うなどの方法により行った。また，５秒の

噴射と比較するために，噴射時間を２分とする実験も行った。 

 甲１９実験の結果，５秒でも０．５ｋｇ／ｃｍ２（０．０５０ＭＰ

ａ）を超える衝撃圧力で水滴が衝撃していることが明らかになり，５秒

噴射と２分噴射とでは，発色領域の広狭に相違はあるものの，最大値10 

（甲１９の別紙３の各領域の「４」の数値で示される値）は，５秒噴射

の場合でも２分噴射の場合でも，いずれも０．５ｋｇ／ｃｍ２（０．０

５０ＭＰａ）前後であり，大きな差はなかった。 

 また，甲１９実験の結果，水を噴射した領域では強い発色が観察され

るのに対し，水を噴射していない領域ではほとんど発色は見られなかっ15 

た。 

  (7) 本件特許に近い技術分野においても，衝撃圧力という用語は，原告が

主張するような意味で用いられている。 

    すなわち，甲２１の１～３は，ウォータージェット技術に関する文献

である。ウォータージェットは，液体（水）が対象面を衝撃する際の圧20 

力を利用するものであって，その点において本件特許と共通するとこ

ろ，同各文献では，感圧フィルムを用いた衝撃圧力の測定が実施されて

いる。これによれば，当業者にとっての「衝撃圧力」とは，水滴が表面

を衝撃する力を意味するものであり，感圧シートによって圧力を測定し

得るものであるということができる。 25 

  (8) 以上のとおり，被告方法は構成要件１Ｅを充足する。 
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〔被告らの主張〕 

   被告ＮＳＣの用いる方法によるフッ酸の噴射圧力は，「０．５ｋｇ／ｃｍ²

～３．５ｋｇ／ｃｍ²」よりはるかに小さいので，構成要件１Ｅを充足しない。 

  (1) 被告ＮＳＣによるガラス基板の薄型化処理は，ガラス基板に薬液を噴霧し

てガラス基板外面を溶かし出すというものであるが，ガラス基板に薬液を噴5 

霧する際に，薬液が基板外面に接するときの圧力は「０．５ｋｇ／ｃｍ２～

３．５ｋｇ／ｃｍ２」の範囲よりはるかに小さく，最大でも０．０００７１

ｋｇ／ｃｍ２程度（構成要件Ｅの数値範囲の下限である０．５ｋｇ／ｃｍ２

の７００分の１程度以下）である（乙１）。これは構成要件１Ｅの数値より

もはるかに低い数値である。 10 

    また，乙３は，いけうち乙地工場において，打力分布データ測定装置を用

い，本件ノズルを使用し，ノズルとガラス基板の距離を１９０ｍｍ，噴霧角

度を６５～７０°，ノズル吐出圧力を０．１５及び０．２ＭＰａにそれぞれ

設定し，円錐形状に薬液を噴霧することにより行った実験（以下「乙３実験」

という。）であるが，これによれば，ガラス基板上の圧力（打力）は最大で15 

も０．９×１０－２Ｎ／ｃｍ２（≒０．０００９ｋｇ／ｃｍ２）であったこと

が確認された。この実測値は，乙１の参考資料４～６のデータやスプレーイ

ングシステムスジャパン合同会社による理論式の結果（乙３の参考資料２）

とも大きな差はない。 

  (2) 原告はノズルからフッ酸が噴射される際の圧力と，噴射によってガラス基20 

板に加わる衝撃の圧力はほとんど変わらないことを前提として，被告方法は

構成要件１Ｅを充足すると主張するが，この前提は誤りである。 

    すなわち，本件ノズルは，円錐形状に薬液のシャワー噴霧を行うものであ

るが，ノズル吐出口の直径は約３ｍｍ，吐出口の面積は約７ｍｍ２であり

（配管の直径は約７ｍｍであり断面積は約３８ｍｍ２），ノズルの先端とガラ25 

ス基板との間には１９０ｍｍの距離がある。薬液は６５～７０°の噴霧角度



 19 

（噴角）に広がって円錐形に噴霧されるので，ノズルから１９０ｍｍ離れた

ガラス基板上に噴霧される領域は直径約２４２～約２６６ｍｍの円形領域と

なり，その面積は約４万５９７３～約５万５５４３ｍｍ２である。 

このように，本件ノズルは「均等な流量分布で円形全面噴霧」（乙２の２

頁３行）をするものであり，液滴の分布は一様に広がりながらガラス基板の5 

外面に到達するのであるから，その分薬液の単位面積当たりの圧力は大幅に

低減する。 

    (3) 原告は，被告ＮＳＣは本件ノズルをスイングさせていると主張するが，被

告ＮＳＣはスイングによってこの範囲の噴霧領域に噴霧しているわけではな

い。同被告が用いている方法においては，ノズルをスイングさせないでも液10 

滴が霧状に広がり，ノズルから１９０ｍｍ離れたガラス基板上に噴霧される

領域は，直径約２４２ｍｍ（噴霧圧力が０．１ＭＰａ，噴角が６５°の場合）

～約２６６ｍｍ（噴霧圧力が０．２ＭＰａ，噴角が７０°の場合）の円形で

あり，噴霧領域の面積は，約４万５９７３ｍｍ２（噴霧圧力が０．１ＭＰａ，

噴角が６５°の場合）～約５万５５４３ｍｍ２（噴霧圧力が０．２ＭＰａ，15 

噴角が７０°の場合）である。 

  (4) 原告は，構成要件１Ｅの「圧力」を個々の液滴が到達したピンポイントの

領域での瞬時的な力であると理解しているが，同構成要件の「ｋｇ／ｃｍ２」

という単位で示される「圧力」は１ｃｍ２当たりの（時間的にも平面的にも）

平均の圧力を意味しており，ピンポイントの領域にかかる瞬時的な力を意味20 

しているわけではない。 

    仮に，「ｋｇ／ｃｍ２」という単位で示される構成要件Ｅの「圧力」をも

って，ピンポイントの領域にかかる瞬時的な力を意味するというのであれば，

そのような極めて特殊な用例であることの説明やその測定方法にかかる説明

が本件明細書等においてされていてもしかるべきであるが，そのような説明25 

は本件明細書等には存在しない。 
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    むしろ，本件明細書等の段落【００３４】には，「この際，各ノズル４の

各噴射孔４１と外面との距離（図３にｄで示す）は重要な要素である。距離

ｄがあまり大きくなると，送液ポンプ５４による送液圧力をかなり高くしな

ければ，上記範囲内の圧力で外面を衝撃することができなくなってしまい，

実用的に難しくなる。」と記載されている。距離ｄが重要な要素であるとさ5 

れているのは，距離ｄが大きくなると衝撃を与える面積が大きくなり圧力が

弱まるからであり，これは単位面積当たりの平均の圧力が問題とされている

ことを示している。 

また，構成要件１Ｅにおける「衝撃」の対象は「外面」であるから，衝撃

の対象は「面状」であって，微細なスポット（点状）ではない。そして，本10 

件発明１及び７は，ガラス基板の研磨において「平坦性の点で充分な品質が

確保できない」（段落【０００７】）という課題を解決するものであり，発

明の効果は「さらに高い平坦性を確保」（段落【０００９】）することにあ

るところ，「平坦性を確保」するためには，「衝撃の際の圧力」が加えられ

る部分が微小な点状（スポット状）の押圧箇所では足りず，ガラス基板表面15 

の全面である必要がある。 

さらに，原告が「瞬時圧力」を問題にする点も誤りである。すなわち，本

件明細書の【００３３】には「貼り合わせパネル１０の外面上の各点のうち，

各ノズル４の各噴射孔４１に対して最短距離にある点において衝撃圧力が高

くなり過ぎる場合，溶出液Ｌの噴射中に貼り合わせパネル１０を前後に移動20 

させることで，時間平均した各点での衝撃圧力を均一にできる。これにより，

機械研磨後の外面の平坦性をさらに高めることができる」と記載され，「衝

撃圧力」が「時間平均」されたものであることが示されている。   

  (5) 原告が根拠とする甲１２実験は，以下のとおり，信用性が低い。 

第１に，甲１２実験では，富士フイルム株式会社の感圧シート（プレスケ25 

ール）が用いられているところ，感圧シートのごく一部で色を確認するのは
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誤りであり，一様の圧力がかかる全体で色を対比しなければならないが，標

準色見本の濃度０．２は，原告実験後の感圧シートの全体の色には対応して

いない。 

第２に，富士フイルムの感圧シート（プレスケール）はわずかな圧力にも

敏感に反応するうえ，ずりの力にも弱いので，縁止めをして使用する必要が5 

あるが，甲１２実験では食品用ラップによるラミネート加工による圧力が加

わっている上，ラミネートしたままで水圧をかけてずりの力を加えているの

にあえて縁止めをしていない。 

第３に，噴霧による圧力を測定するのであれば，同じ感圧シートで噴霧エ

リアと噴霧エリア外を区画し，両者の色の違いを確認する必要があるが，同10 

実験では，噴霧エリア内外を区画することなく実験を行っている。 

第４に，原告は，水よりも比重の大きいフッ酸のほうが，比重に比例して

衝撃力が大きくなると主張しているが，液滴の吐出圧力が同じならば吐出さ

れる液滴の運動量は比重にかかわらず同じであるから，液体の比重が大きい

からといって，衝撃圧力が比例的に大きくなるわけではない。 15 

第５に，プレスケールは１回のみの押圧がなされたときの圧力を測定する

ものであり，噴霧圧力のように，無数の水滴が何度も連続して到達する，い

わば断続圧（連打圧）を測定するものではない。この点について，プレスケ

ールを製造販売する富士フイルムの担当者は，被告ＮＳＣからの照会に対し，

「プレスケールは基本的に「一度きりの加圧」を測定することを前提した製20 

品になります。」と回答している（乙３参考資料４）。 

  (6) 甲１９実験についても信用性が低い。 

甲１９の別紙１の図１は「５ＬＷ ５秒噴射」の写真であるが，「プレス

ケール」超微圧用５ＬＷで５秒間噴霧した実験後の写真である乙３の図２５

と対比すると，甲１９実験の写真は過剰に発色している。これは，実験者が25 
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５秒を大幅に超えて噴射させたか，強大な噴射圧力に設定したかのいずれか

であると考えられる。 

また，甲１９実験の結果において，仮に，部分的にでも「０．０５０Ｍｐ

ａを超えるスポット」が存在するとしても，そのようなスポットが存在する

ことから直ちに構成要件１Ｅが充足するものではない。 5 

  (7) 噴霧圧力の測定に関し，乙３実験で使用された噴霧圧力測定装置は，昭和

３６年以来スプレーノズルを開発し製造販売し続けてきたいけうちで用いら

れている装置であり，同測定装置による測定のように，１ｃｍ×１ｃｍの正

方形など一定の面積の測定領域をもって噴霧圧力を測定することは，業界に

おける標準的な測定方法である（乙３，４）。 10 

 同様に，昭和３２年以来スプレーノズルの製造をし続けてきた株式会社共

立合金製作所（以下「共立合金製作所」という。）は「衝突力分布測定装置」

による測定を行っているが（乙６参考資料１），その測定方法は，「スプレ

ーに対して受圧センサーを移動させ，スプレーの衝突力分布を求める」とい

うものであり，受圧領域は一定の幅ないし径を有することが示されている15 

（乙６，参考資料１参照）。この測定方法は，いけうちの測定方法とほぼ同

一であり，業界における標準的な測定方法といってよい。 

 原告は，本件各発明に近い技術分野における圧力の測定方法として，甲２

１の１～３を挙げるが，これらの技術は非常に高い衝撃圧力が加えられるも

のであり，本件各発明とは全く異なる技術である。 20 

  (8) 以上のとおり，被告方法は，構成要件１Ｅを充足しない。 

 ４ 争点２－１～２－５（構成要件７Ａ，７Ｃ，７Ｆ，７Ｈ及び８Ａの充足性）

について  

  (1) 争点２－１（構成要件７Ａの充足性）について 

 〔原告の主張〕 25 

 被告装置は，前記１〔原告の主張〕のとおり，「フラットパネルディス
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プレイ用のガラス基板の外面を機械的に研磨して厚さを薄くする外面機

械研磨装置」であるから，構成要件７Ａを充足する。  

 〔被告ＮＳＣの主張〕 

 被告装置は，前記１〔被告らの主張〕のとおり，「ガラス基板の外面を

機械的に研磨」するものでも，「外面機械研磨装置」でもないので，構成5 

要件７Ａを充足しない。 

  (2) 争点２－２（構成要件７Ｃの充足性）について 

  〔原告の主張〕 

  構成要件７Ｃは「処理チャンバー内の所定位置に前記ガラス基板を保

持する基板保持具」というものであるが，被告装置は，ローラにガラス10 

基板を置いて，ローラで水平方向に搬送する構造を備えているから（甲

６），構成要件７Ｃを充足する。 

  この点，被告ＮＳＣは，構成要件７Ｃの「基板保持具」は「垂直に立

てて保持する」必要があると主張するが，請求項７には，「処理チャンバ

ー内の所定位置にガラス基板を保持する」と記載されているにすぎず，15 

その保持の態様や方向を限定しているものではない。このことは，垂直

にガラス基板を保持する態様に限定した従属項である請求項９の記載と

対比しても明らかである。   

 〔被告ＮＳＣの主張〕 

構成要件７Ｃの「基板保持具」は，本件明細書等の段落【００２０】によ20 

れば，「基板保持具３は，貼り合わせパネル１０をほぼ垂直に立てて保持す

る部材」であるので，「基板保持具」は「垂直に立てて保持する」必要があ

るが，被告装置の構成７ｃの「ローラ」は「垂直に立てて保持する」機能を

有しないので，構成要件７Ｃの「基板保持具」に該当しない。 

  (3) 争点２－３（構成要件７Ｆの充足性）について 25 

 〔原告の主張〕 
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 被告装置は，前記２〔原告の主張〕のとおり，ガラス基板の「外面を衝

撃し，衝撃による物理的作用を利用して前記外面を研磨できる圧力で溶

出液を前記ノズルに供給するもの」なので，構成要件７Ｆを充足する。 

 〔被告ＮＳＣの主張〕 

 被告装置は，前記２〔被告らの主張〕のとおり，ガラス基板の「外面を5 

衝撃」するものでも，「衝撃による物理的作用を利用して前記外面を研磨

できる圧力で溶出液を前記ノズルに供給するもの」でもないので，構成

要件７Ｆを充足しない。 

  (4) 争点２－４（構成要件７Ｈの充足性）について 

 〔原告の主張〕 10 

   前記３〔原告の主張〕のとおり，被告装置におけるフッ酸の噴射圧力は

「０．５ｋｇ／ｃｍ²～３．５ｋｇ／ｃｍ²の範囲である」ので，被告装置は，

構成要件７Ｈを充足する。 

 〔被告ＮＳＣの主張〕 

前記３〔被告らの主張〕のとおり，被告装置においてガラス基板に薬液が15 

噴霧する際の，薬液が基板外面に接するときの圧力は最大でも０．０００７

１ｋｇ／ｃｍ２程度であるので，被告装置は，構成要件７Ｈを充足しない。 

  (5) 争点２－５（構成要件８Ａの充足性）について 

 〔原告の主張〕 

 被告装置は，上記(1) 〔原告の主張〕のとおり，「請求項７記載の外面20 

機械研磨装置」なので，構成要件８Ａを充足する。 

 〔被告ＮＳＣの主張〕 

   被告装置は，上記(1)〔被告ＮＳＣの主張〕のとおり，「請求項７記載の

外面機械研磨装置」ではないので，構成要件８Ａを充足しない。 

５ 争点３（共同不法行為等の成否）について 25 

〔原告の主張〕 
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 (1) 被告ＪＤＩの工場と被告ＮＳＣの工場とは，ガラス基板を搬送するコンベ

アで接続された一連一体のものであり，被告ＪＤＩの工場で封止工程が行わ

れた状態のガラス基板はそのままコンベアで被告ＮＳＣの工場に搬送され，

研磨工程が行われる。そして，被告ＮＳＣの工場での研磨工程が終わると，

そのままコンベアで被告ＪＤＩの工場に戻り，フラットパネルディスプレイ5 

製品となり，梱包されるという工程を経る。本件において，被告ＮＳＣが研

磨したガラス基板が被告ＪＤＩ以外の者に納品されることはなく，被告らは

それぞれ本件発明１及び２の構成要件の一部を行い，合わせると全ての構成

要件が充足される。 

 (2) 上記(1)の事情によれば，被告ＪＤＩと被告ＮＳＣの行為は相互に関連し10 

ており，客観的に見て両被告が一体として本件発明１及び２を実施している

ものと評価できる。仮に共同の特許権侵害に主観的な意思の共同が必要であ

るとしても，以上のような事情に照らせば，被告らが相互の行為を十分に知

悉し，それを利用してフラットパネルディスプレイの製造を行なっていると

認められるので，被告らは主観的にも意思を共同して特許権侵害に及んでい15 

るということができる。 

   したがって，被告らはそれぞれ共同不法行為者として損害賠償責任を負う。 

  (3) 本件において，本件発明１及び２の作用効果を享受しているのは，フラッ

トパネルディスプレイを製造している被告ＪＤＩであり，被告ＮＳＣは被告

ＪＤＩの手足として研磨作業に従事しているにすぎない。このため，全体と20 

して見れば，被告ＪＤＩが本件発明１及び２に係るフラットパネルディスプ

レイの製造方法を使用していると評価できる。被告ＪＤＩが被告ＮＳＣに構

内外注するに当たっては，フラットパネルディスプレイの研磨方法について

詳細な説明を受けていることは，取引通念上明らかである。 

 他方，被告方法において，研磨の工程は特徴部分の１つであって，当25 

該工程を担当する被告ＮＳＣの役割も重要である。そうすると，研磨工
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程を行なっている被告ＮＳＣもフラットパネルディスプレイの製造方法

である被告方法を使用していると評価し得るので，被告らは，いずれ

も，本件発明１及び２の実施主体となる。 

〔被告らの主張〕 

被告ＪＤＩは複数の事業所を有しており，そのうち一部の事業所においては5 

被告ＪＤＩの事業所敷地内に被告ＮＳＣの工場が存在するが，被告ＪＤＩは被

告ＮＳＣに対して工場スペースを賃貸しているにすぎず，これらは一連のコン

ベアでつながっているわけではない。その他の複数の事業所においてはその敷

地内に被告ＮＳＣの工場は存在せず，被告ＪＤＩは遠隔にある被告ＮＳＣの工

場にトラックによる陸送を利用して製品を発送している状況にある。 10 

 共同で侵害行為を行っていると評価するには，単に客観的行為が関連してい

るだけでは足りず，他人の行為を利用して共同して実施する意思があること

が必要である。被告らは，相互に資本関係も技術的な提携関係も存在せず，

相手方の製造工程を知り得る立場にないため，共同不法行為は成立しない。 

 ６ 争点４（被告ＮＳＣによる間接侵害の成否） 15 

〔原告の主張〕 

  仮に，本件特許１及び２に係る特許侵害について，被告らによる共同不法行

為が成立しないとしても，被告ＮＳＣには間接侵害（特許法１０１条４号，５

号）が成立する。 

(1) 被告ＮＳＣが生産し被告ＪＤＩに提供しているスリミング処理済みのガラ20 

ス基板は，本件発明１及び２の方法の実施にのみ用いられる物であり，被告

ＮＳＣの行為は特許法１０１条４号の間接侵害行為に該当する。 

(2) 本件発明１及び２はフラットパネルディスプレイに用いるガラス基板の研

磨処理（スリミング処理）の方法を特徴とするものであり，被告ＮＳＣが被

告ＪＤＩに提供しているスリミング処理済みのガラス基板は，本件発明１及25 

び２の「課題の解決に不可欠なもの」に当たる。また，被告ＮＳＣが被告Ｊ



 27 

ＤＩに提供しているスリミング処理済みのガラス基板は，市場において広く

取引され，容易に入手できるものではない。 

    また，被告ＮＳＣはフラットパネルディスプレイの製造という方法の発明

について本件特許権が存在していることを認識し，また，フラットパネルデ

ィスプレイを製造している被告ＪＤＩに対し，自らが製造する薄型化処理さ5 

れたガラス基板を供給していたのであるから，当該ガラス基板が本件特許権

の実施に用いられることを認識していたということができる。 

   そして，被告ＮＳＣは，被告ＪＤＩから構内外注の方法でスリミング処理

を委託され，業務として薄型化処理が施されたガラス基板を生産しているの

で，「業として，その生産…をする行為」をしているということができる。 10 

   したがって，被告ＮＳＣの行為は特許法１０１条５号の間接侵害行為に該

当する。 

〔被告ＮＳＣの主張〕 

方法の発明の間接侵害は，直接行為者の行為が全ての構成要件を充足するこ

とが前提となっている。本件においては，被告ＪＤＩは本件発明１及び２の構15 

成要件Ｃ，Ｄ，Ｅ及びＧを充足する工程を行っていないので，被告ＮＳＣの行

為が間接侵害となることはない。 

７ 争点５（損害発生の有無及びその額）について 

〔原告の主張〕 

（主位的主張） 20 

   被告らは，共同で原告の独占的通常実施権を侵害したところ，被告ＮＳＣは，

平成２６年１２月１日から現在までの間に，丙１地工場，丙２地第二工場，丙

３地工場及び丙４地工場において，毎月それぞれ少なくとも単価３５００円の

フラットパネルディスプレイを少なくとも２万枚製造し，被告ＪＤＩに対して

供給した。また，被告ＮＳＣは，遅くとも平成２８年１２月から，丙５地工場25 

において同様の単価と製造数のフラットパネルディスプレイを製造し，被告Ｊ
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ＤＩに供給した。 

   被告ＮＳＣは，上記の製造及び販売により，少なくとも３３億６０００万円

の利益を得ている（利益率３０％）。上記金額は，①単価３５００円に製造枚

数２万枚（１月当たり）を乗じた金額に，平成２７年３月分から平成３０年３

月分までの３６か月分，工場の数（丙１地工場，丙２地第二工場，丙３地工場5 

及び丙４地工場）である４をそれぞれ乗じた金額の３０％（利益率）である３

０億２４００万円，②単価３５００円に製造枚数２万枚（１月当たり）を乗じ

た金額に，丙５地工場の平成２８年１２月分から平成３０年３月分の１６か月

分を乗じた金額の３０％である３億３６００万円の総和である。 

 （予備的主張） 10 

   仮に，主位的主張が認められないとしても，原告が本件特許の独占的通常実

施権に基づき，被告らに対して本件特許の実施にかかるライセンスを付与する

場合，上記の利益額（３３億６０００万円）の１０％である３億３６００万円

が相当であるので，特許法１０２条３項，民法７０９条に基づき，同額が原告

の損害額となる。 15 

〔被告らの主張〕 

 いずれも否認ないし争う。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 本件各発明の意義 

 (1) 本件明細書等には，以下の記載がある（甲１）。 20 

【発明の詳細な説明】 

【技術分野】 

【０００１】 

   本願の発明は，液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ，有機ＥＬデ

ィスプレイなどのフラットパネルディスプレイ（以下，ＦＰＤ）の製造に25 

関する。 
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【背景技術】 

【０００２】 

   液晶ディスプレイやプラズマディスプレイなどのＦＰＤは，コンピュー

タの表示デバイス用やＴＶ受像器用，携帯電話の表示部用など，各種電子

機器に多用されている。最近では，自発光のためバックライトが不要で高5 

速応答性に優れた有機ＥＬディスプレイの開発が進められており，将来が

有望視されている。 

   このようなＦＰＤに求められている課題の一つに，薄型化がある。薄型

化は，搭載される電子機器の薄型化や小型化，軽量化に伴って要求されて

いる。例えば，ノートパソコンや携帯電話では，さらなる薄型化や軽量化10 

が求められており，これに伴いＦＰＤも薄く軽量なものが求められている。 

【０００３】 

   ＦＰＤの薄型化や軽量化にとって重要な要素は，ガラス基板である。液

晶ディスプレイにしろ，プラズマディスプレイにしろ，有機ＥＬディスプ

レイにしろ，一対のガラス基板を貼り合わせ，その内側面に素子電極を配15 

した構造を採る。ガラスは比重が重く，また機械的強度を確保する必要性

からある程度の厚さが必要となる。従って，ガラス基板の存在がＦＰＤの

薄型化や軽量化にとって障害となっている。 

【０００４】 

   多くのＦＰＤの製造工程では，大きな一対のガラス基板から多数のＦＰ20 

Ｄを産出する工法が採られている。一対のガラス基板は，産出する各ＦＰ

Ｄ用に区分けがされており，各区域にそれぞれ素子電極が形成される。貼

り合わせ等の工程が終了した後，一対のガラス基板は各区域に切断され，

仕上げの工程に回される。 

【０００５】 25 

   このように一対のガラス基板から多数のＦＰＤを産出する工法は，工程
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の集約化が行えるため製造コストが安くできるメリットがあるものの，ガ

ラス基板が大きくなる傾向がある。例えば，液晶ディスプレイの製造プロ

セスでは，２２００ｍｍ×１８００ｍｍ程度の大きなガラス基板が使用さ

れる。このように大きなガラス基板を取り扱う場合，ガラス基板をあまり

薄くすると，割れやすくなったり，自重で撓んだりすることがある。従っ5 

て，ある程度の厚さが必要になる。 

【０００６】 

   一方，各区域に切断された後のもの（半製品）や製品となったものの場

合，ガラス基板がある程度薄くても，大きさが小さいため問題はない。こ

のようなことから，特開平５－２４９４２２号公報の発明では，一対のガ10 

ラス基板の貼り合わせを行った後，一方のガラス基板の外面をエッチング

して薄くし，その後，各区域に切断する工法が採用されている。 

【発明の開示】 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００７】 15 

   上記公報では，外面を薄くする際のエッチングについては，具体的内容

は殆ど開示されていない。即ち，エッチングは浸漬法によるとの説明はあ

るものの，どのようなエッチング液を使用し，どの程度の時間浸漬するの

か，具体的説明は一切無い。従って，上記公報の開示内容では，当業者の

実施能力を持ってしても当該発明を実施することは困難であり，また実施20 

できたとしても，ＦＰＤによって非常に重要な要素である平坦性の点で充

分な品質が確保できないと判断される。 

   本願の発明は，かかる課題を解決するためになされたものであり，ＦＰ

Ｄの薄型化を可能にする実用的な技術を提供する技術的意義を有するもの

である。 25 

【発明の効果】 
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【０００９】 

   以下に説明する通り，本願の請求項１又は７記載の発明によれば，新鮮

な（外面の材料が溶け込んでいない）溶出液が次々に供給される他，外面

の材料が溶け込んだ溶出液が衝撃により次々に流出していくので，効率良

く且つ均一性良く研磨が行える。外面のガラスの組成や結晶状態に不均一5 

な箇所があっても，物理的作用を併用しているため，充分均一に研磨が行

える。このため，研磨後の外面の平坦性を高くでき，産出されるＦＰＤの

表示性能も高いものとなる。その上，溶出液による前記外面の衝撃の際の

圧力が０．５ｋｇ／ｃｍ２～３．５ｋｇ／ｃｍ２の範囲であるので，新鮮な

溶出液を充分に供給して研磨が行えるとともに，物理的な作用も充分に利10 

用できるので，ガラスの組成や結晶状態に不均一な箇所であっても充分研

磨でき，さらに高い平坦性を確保できる。 

 … 

【発明を実施するための最良の形態】 

【００１０】 15 

   以下，本願発明を実施するための最良の形態（以下，実施形態）につい

て説明する。 

   以下の説明では，ＦＰＤの一例として，液晶ディスプレイ（以下，ＬＣ

Ｄ）を採り上げる。 

   図１は，実施形態に係るＦＰＤの製造方法の概略を示した図である。図20 

１の方法は，例えば携帯電話用のＬＣＤの製造方法である。図１に示す方

法では，双方がガラス基板である一対の基板１の一方に電極１１を形成す

る電極形成工程と，電極形成工程の後に，一対の基板１をシール材１２を

介して貼り合わせて内部に液晶１３を注入した上で封止する封止工程と，

封止工程の後に，双方のガラス基板１の外面を機械的に研磨して厚さを薄25 

くする外面機械研磨工程とを含んでいる。 



 32 

【図１】 

      

【００１１】 

   図１に示す製造方法では，ほぼ同じ形状大きさの一対のガラス基板１か

ら多数のＬＣＤが産出される。一対のガラス基板１は，産出する各ＬＣＤ5 

用に区分けがされており，電極形成等の工程は，それぞれの区域について

行われる。 

   電極形成工程は，ＩＴＯのような透明導電膜による透明電極の形成工程，

プラズマＣＶＤ法により作成した低温ポリシリコン膜等による駆動電極や

コモン電極の形成工程が含まれる。各工程には，露光，現像，エッチング10 

等から成るフォトリソグラフィ工程が含まれる。 

【００１３】 

   シール工程では，一方のガラス基板１の表面にシール材１２が塗布され

る。シール材１２は，産出される各ＬＣＤの輪郭に沿って周状に塗布され

る。シール材１２で囲まれた内側に液晶１３を所定量滴下する。その後，15 

必要に応じてスペーサを散布し，他方の基板１を位置合わせしながら被せ

て所定の位置関係で貼り合わせる。 

【００１４】 
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   次に，本実施形態の大きな特徴点を成す外面機械研磨工程が行われる。

本実施形態の外面機械研磨工程は，ガラス基板１の外面の材料を溶出させ

る溶出液Ｌを外面に向けて噴射することで自重による加速度より大きな加

速度を付けて溶出液Ｌを外面に吹き付けることで行われる。溶出液Ｌが吹

き付けられる結果，吹き付けによる物理的作用を利用して外面が研磨され5 

る。尚，溶出液Ｌを単に散布しただけでは自重による加速度しか溶出液Ｌ

には付かないので，これとは異なる。 

   尚，本明細書では，一対の基板の互いに向かい合う面を「内面」とし，

それとは反対側の面を「外面」としている。本実施形態の外面機械研磨工

程は，貼り合わせた一対のガラス基板（以下，貼り合わせパネル１０）の10 

両方の外面を機械研磨する工程となっている。「機械研磨」とは，吹き付

け圧力という溶出液の物理的な作用を利用した研磨であるという意味と，

研磨の際にガラス基板１が機械的に移動するという意味とを併せ持つ。

「機械的に移動する」とは，「機械を利用して移動する」との意味である。

尚，「削減」即ち「削って厚さを減らす」という用語と比較すると，研磨15 

を行うと，必ず表面が削られて厚さが減るので，「研磨」は「削減」の下

位概念であり，そのことは自明である。 

【００１５】 

   図１に示すように，本実施形態では，貼り合わせパネル１０を垂直に立

てて保持し，その両側に配したノズル４から溶出液Ｌを噴射させる。溶出20 

液Ｌとしては，フッ酸のような強酸が使用される。フッ酸の場合，例えば

水１００に対して１０～５０％程度（体積百分率）に希釈して使用される。

衝撃圧力は，貼り合わせパネル１０の外面上で０．５ｋｇ／ｃｍ２～３．

５ｋｇ／ｃｍ２である。 

   ノズル４から噴射された溶出液Ｌにより衝撃された外面は，溶出液Ｌに25 

溶かし出され，かつ溶出液Ｌの衝撃により流出していく。これにより外面
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が機械研磨され，ガラス基板１の厚さ（ひいては貼り合わせパネル１０全

体の厚さ）が薄くなる。 

【００１７】 

   上述した本実施形態の製造方法によれば，ガラス基板１の外面の材料を

溶出させる溶出液Ｌを外面に向けて噴射することで自重による加速度より5 

大きな加速度を付けて溶出液Ｌを外面に吹き付けて外面を衝撃し，溶出液

Ｌによる衝撃という物理的作用を利用して外面を機械研磨しているので，

新鮮な溶出液Ｌが次々に供給される他，外面の材料が溶け込んだ溶出液Ｌ

が衝撃により次々に流出していくので，効率よく且つ均一性よく機械研磨

が行える。外面のガラスの組成や結晶状態に不均一な箇所があっても，物10 

理的作用を併用しているため，充分均一に機械研磨が行える。このため，

機械研磨後の外面の平坦性を高くでき，産出されるＦＰＤ（判決注：誤記

につき「ＦＰＤ」を付加）の表示性能も高いものとなる。 

【００３４】 

   また，上記装置の構成において，送液ポンプ５４による送液圧力は，外15 

面の溶出液Ｌによる衝撃圧力が０．５ｋｇ／ｃｍ２～３．５ｋｇ／ｃｍ２の

範囲になるように設定される。この際，各ノズル４の各噴射孔４１と外面

との距離（図３にｄで示す）は重要な要素である。距離ｄがあまり大きく

なると，送液ポンプ５４による送液圧力をかなり高くしなければ，上記範

囲内の圧力で外面を衝撃することができなくなってしまい，実用的に難し20 

くなる。また，距離ｄが小さい場合，衝撃圧力を最適値に保つことは容易

となるが，噴射孔４１への最短点での衝撃圧力が高くなり過ぎ，均一性の

点で問題が生じてくる。衝撃の均一性（即ち，研磨の平坦性）を確保しつ

つ実用的な構成とするためには，距離ｄは，５ｍｍ以上１００ｍｍ以下と

することが好ましい。尚，溶出液Ｌによる研磨が進む過程で噴射孔４１か25 

ら外面までの距離は僅かに長くなるが，５ｍｍ以上１００ｍｍ以下は，研
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磨を始める際の距離ということである。 

           

【００３５】 

   また，衝撃圧力が０．５ｋｇ／ｃｍ２より小さいと，新鮮な溶出液Ｌの

供給が少なくなるので充分な研磨が行えない他，物理的な作用も充分で無5 

くなるので，ガラスの組成や結晶状態に不均一な箇所が充分研磨できず，

平坦性が低下する問題がある。また，衝撃圧力が３．５ｋｇ／ｃｍ２より

大きいと，ノズル４の噴射孔４１から最短点のみが多く研磨されてしまい，

この点で平坦性が悪化する。よって，０．５ｋｇ／ｃｍ２～３．５ｋｇ／

ｃｍ２の範囲の衝撃圧力とすることが好ましい。 10 

【００３６】 

   上記装置によれば，溶出液Ｌの化学的な作用に加え衝撃という物理的な

作用も利用して外面の研磨が行われるので平坦性の高い研磨が行える上，

ガラス基板１の搬送と機械研磨処理が自動化されているので，生産性も高

い。 15 

   また，ノズル４の各噴射孔４１が均等間隔をおいて設けられており，各

噴射孔４１から外面までの距離は一定であるので，噴射される溶出液Ｌに

【図３】 
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よる衝撃圧力を均一させることが容易で，この点で平坦性の高い研磨処理

に貢献できる。 

【００４１】 

   図７に示すＦＰＤの特徴点は，一対のガラス基板１の両方の外面１００

が，外面機械研磨処理により研磨されている点である。…この実施形態の5 

ＦＰＤの大きな特徴点は，上述したような外面機械研磨処理を行うことに

より，外面１００が０．１μｍ以下の平坦性を有している点である。 

                 

【００４２】 

   平坦性について説明すると，図７に拡大して示すように，外面１００の10 

うち，最頂部１０１と最低部１０２との距離を平坦性としている。この値

は，表面粗さの測定において最大粗さ（Ｒmax）を測定する場合に相当して

いる。幾つかの会社から最大粗さを測定可能な表面粗さ計が市販されてお

り，その中から適宜選んで上記外面１００の平坦性を測定することができ

る。本願の発明者の研究によると，上述した外面機械研磨処理を行うこと15 

で，一枚のガラス基板１の厚さｔを０．５ｍｍ以下とした上で，平坦性

（Ｒmax）を０．１μｍ以下にすることができ，薄型化，軽量化を達成しつ

つ表示ムラの無い高性能のＦＰＤを提供することができる。尚，このよう

な平坦性は，外面機械研磨処理が行われる前のガラス基板１の外面の平坦

【図７】 
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性と同程度の場合があり，この場合には，外面機械研磨処理によって平坦

性が損なわれない，と表現することもあり得る。 

【００４３】 

   上記の例では，最大粗さを平坦性としたが，中心線平均粗さ（Ｒａ）を

平坦性とすることもできる。この場合は，外面１００の凹凸について平均5 

の高さを求め，その高さを基準にして各凹凸の高さの差異の絶対値の平均

を求める。この場合も，中心線平均粗さ（Ｒａ）を測定できる表面粗さ計

が市販されているので，それを用いる。ちなみに，中心線平均粗さの場合，

０．０３ｍｍ以下とすると表示ムラの無いＦＰＤが提供でき，そのような

平坦性も上記外面機械研磨処理によって達成できる。 10 

 … 

  (2) 以上を総合すると，本件発明１は，①フラットパネルディスプレイの製造方

法に関するものであり，②フラットパネルディスプレイのガラス基板の高い平

坦性を確保しつつ，その薄型化を可能にするという課題を解決するため，③電

極形成工程，封止工程，外面機械研磨工程を含み，外面機械研磨工程において15 

は，ガラス基板の外面の材料を溶出させる溶出液をガラス基板の外面に吹き付

けて衝撃することにより，溶出液の化学的な作用に加えて，溶出液による衝撃

の物理的作用を利用して研磨するものであって，かつ，当該溶出液がガラス基

板の外面を衝撃する際の圧力が０．５ｋｇ／ｃｍ２～３．５ｋｇ／ｃｍ２の範

囲内にあるものであり，④ガラスを十分に研磨することができ，高い平坦性を20 

確保することをその効果とするものであると認められる。 

 ２ 争点１－３（構成要件１Ｅの充足性）及び争点２－４（構成要件７Ｈの充足

性）について 

   本件において，争点とされる各構成要件の解釈は，構成要件１Ｅ及び７Ｈの

充足性により左右されると解されるので，事案に鑑み，争点１－３（構成要件25 

１Ｅの充足性）及び争点２－４（構成要件７Ｈの充足性）について判断する。 
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  (1) 構成要件１Ｅは「前記溶出液による前記外面の衝撃の際の圧力は，０．５

ｋｇ／ｃｍ²～３．５ｋｇ／ｃｍ²の範囲であること」，同７Ｈは，「前記ノ

ズルの噴射孔から前記溶出液が噴射されて前記ガラス基板の外面を０．

５ｋｇ／ｃｍ２～３．５ｋｇ／ｃｍ２の範囲の圧力で衝撃する」という構

成を含むものであり，いずれも，ノズルから噴射された溶出液がガラス5 

基板の外面を衝撃する際の圧力が「０．５ｋｇ／ｃｍ²～３．５ｋｇ／ｃ

ｍ²」の範囲内であることをその内容とするものである。 

(2) 原告は，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」の数値の意義について，１ｃｍ

２当たりの平均の圧力ではなく，溶出液がガラスを衝撃するそのスポットの

衝撃圧力を意味すると理解すべきであると主張する。 10 

  しかし，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」の単位は「ｋｇ／ｃｍ２」であ

り，これは，通常の意味としては，ある程度の面積を有する面に所定の時間

にわたり作用する力の大きさを単位面積当たりの大きさに換算したものと解

するのが自然である。 

  また，本件明細書等には，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」の意義や測定15 

方法に関する明確な定義は存在しないものの，段落【００３４】には，「こ

の際，各ノズル４の各噴射孔４１と外面との距離（図３にｄで示す）は重要

な要素である。距離ｄがあまり大きくなると，送液ポンプ５４による送液圧

力をかなり高くしなければ，上記範囲内の圧力で外面を衝撃することができ

なくなってしまい，実用的に難しくなる。」との記載が存在する。液滴の大20 

きさや衝撃力は距離により変化するものではないので，上記明細書の記載は，

上記各構成要件の「圧力」が単位面積当たりの作用力の大きさであることを

示唆するものということができる。 

(3) これに対し，原告は，本件明細書等の段落【００１５】及び【００１７】

における，ノズルから噴射された溶出液の衝撃により外面の材料が溶け出し，25 

溶出液が衝撃により流出していく旨の記載を根拠として，構成要件１Ｅ及び
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７Ｈの「圧力」は，溶出液がガラスを衝撃するそのスポットの衝撃圧力を意

味すると主張する。しかし，上記記載は，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」

の測定について特定の方法によるべきことを含意するものではなく，同記載

をもって，同各構成要件の「圧力」が，ガラスを溶出液が衝撃するそのスポ

ットの衝撃圧力を意味すると解することはできない。 5 

     また，原告は，甲２１の１～３に依拠し，本件特許出願当時，本件特

許に近い技術分野においても，原告が主張するような意味で「圧力」と

いう用語が用いられていたと主張する。しかし，甲２１の１は，「気中ウ

ォータージェットピーニング技術」であって，約１０００ＭＰａの非常

に高い衝撃圧力が生じるものであり，甲２１の２及び３も，高速液体噴10 

流による洗浄・ピーニングに関する技術及び漁船等に付着した貝などを

除去するための高圧噴流ノズルに関する技術であって，本件特許のよう

なガラスの基板の研磨に関する技術分野とは異なる技術分野であり，そ

こで想定されている「圧力」の大きさも異なるというべきである。 

     むしろ，本件ノズルと同種のノズルを昭和３０年代から製造している15 

いけうち（乙４）においては，その測定に当たり，１ｃｍ×１ｃｍの正

方形の圧力受領域を有する「受圧プレート」が使用されていると認めら

れ（乙３），また，いけうちと同様に長年にわたりスプレーノズルを製造

している共立合金製作所においても，一定の面積の受圧部を使用してい

ることが認められる（乙５参考資料１）。これによれば，本件特許出願当20 

時，ノズルから噴射された溶出液がガラス基板の外面を衝撃する際の圧

力の測定方法としては，一定面積を有する面に所定の時間にわたり作用

する力の大きさを単位面積当たりの大きさに換算することが標準的であ

ったというべきである。 

  (4) 原告は，本件ノズルを製造したいけうちの作成したスプレーノズル流量線25 

図（甲８）などに基づき，被告ＮＳＣの用いる方法又は装置におけるフッ酸
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の噴射圧力は約１．２２４ｋｇｆ／ｃｍ²であるとした上で，ノズルからフ

ッ酸が噴射される際の圧力と噴射によってガラス基板に加わる衝撃の圧力は

ほとんど変わらないので，被告方法は構成要件１Ｅ及び７Ｈを充足すると主

張する。 

    しかし，証拠（乙１資料４～６，乙２）によれば，本件ノズルは，ノズル5 

吐出口の直径は約３ｍｍ，吐出口の面積が約７ｍｍ２であり，ノズルの先端

とガラス基板との間には１９０ｍｍの距離があり，薬液は６５～７０°の噴

霧角度（噴角）に均等な流量分布で広がって円錐形に噴霧されるので（乙２

の１頁左上写真参照），ノズルから１９０ｍｍ離れたガラス基板上に噴霧さ

れる領域は，ノズルの噴霧圧力が０．１～０．２ＭＰａの場合，直径約２４10 

２～約２６６ｍｍの円形領域となり，その面積は約４万５９７３～約５万５

５４３ｍｍ２であると認められる。 

このように，本件ノズルは，６５～７０°の噴霧角度に広がり均等な流量

分布で円錐形に噴霧されるものであり，液滴の分布は一様に広がりながらガ

ラス基板の外面に到達するのであるから，その分薬液の単位面積当たりの圧15 

力は大幅に低減するというべきである。 

そうすると，ノズルからフッ酸が噴射される際の圧力と噴射によってガラ

ス基板に加わる衝撃の圧力がほとんど変わらないことを前提とし，被告方法

が構成要件１Ｅ及び７Ｈを充足するとの原告の主張は理由がない。 

  (5) 原告は，富士フイルムの感圧シート「プレスケール」を使用した甲１２実20 

験に基づき，被告方法による場合の衝撃圧力は約１ｋｇ／ｃｍ２程度である

と主張する。 

    しかし，同実験は，感圧シートがその表面に加えられた圧力に応じて発色

することを利用し，その発色の程度を標準チャートの標準色見本と比較対照

することで，シート表面に加えられた圧力の大きさを測定するものであるが，25 

証拠（乙３資料３及び４）によれば，プレスケールは，発色剤層のマイクロ
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カプセルが圧力によって破壊され，その中の無色染料が顕色剤に吸着して化

学反応により赤く発色することを発色の原理とするものであり，基本的に一

度のみの加圧をすることを前提としたものであって，液体の噴射を一定時間

継続すると，同じ箇所に複数回加圧することとなり，実際の圧力よりも測定

圧力が高くなる可能性があるものと認められる。そうすると，プレスケール5 

を使用して２分間衝撃した甲１２実験の結果が，被告方法によるガラス基板

上の圧力を正確に表しているということはできない。 

    これに対し，原告は，追加的に甲１９実験を行い，水の噴射時間を５秒に

した場合であっても０．５ｋｇ／ｃｍ２を超える発色が観察され，２分間噴

射した場合であっても，発色している領域は広くなるものの，圧力の最大値10 

は大差なかったと主張する。 

    しかし，被告が行った乙３実験（プレスケールを使用し，微圧用４ＬＷ及

び５ＬＷでそれぞれ５秒及び２分噴霧した実験）によれば，噴霧時間によっ

て，単にプレスケールの変色の範囲が異なるのみならず，色の濃度も異なっ

ていることがうかがわれ，さらに，前記のとおり，一度のみの加圧をするこ15 

とを前提とするプレスケールは継続的な液体の噴射による衝突圧力を測定す

るには必ずしも適さないことも考えると，プレスケールを使用して噴霧によ

る基板上の圧力を正確に測定することは困難といわざるを得ない。 

    そうすると，甲１９実験の結果をもってしても，被告方法による場合の基

板上の圧力が構成要件１Ｅの規定する数値の範囲内にあるということはでき20 

ない。     

  (6) 証拠（乙３）によれば，被告らは，いけうち乙地工場において同社の装置

を利用した上で，本件ノズルとガラス基板との距離を１９０ｍｍとし，噴霧

角度を６５～７０°，ノズル吐出圧力を０．１５及び０．２ＭＰａにそれぞ

れ設定し，円錐形状に薬液を噴霧することにより実験（乙３実験）を行った25 

ところ，ガラス基板上の圧力（打力）は最大でも０．９×１０－２Ｎ／ｃｍ２
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（≒０．０００９ｋｇ／ｃｍ２）であり，構成要件１Ｅ及び７Ｈの数値の下

限を大幅に下回る結果を得たことが認められる。 

    前記判示のとおり，ノズルから噴射された溶出液がガラス基板の外面

を衝撃する際の圧力の測定方法としては，いけうちの測定方法はその技術

分野において標準的なものということができ，本件特許に係る特許請求の範5 

囲及び本件明細書等の記載とも整合的な方法であることにも照らすと，乙３

実験の信用性は高いということができる。 

  (7) 以上によれば，被告ＮＳＣの用いる方法及び装置におけるフッ酸の噴射圧

力が「０．５ｋｇ／ｃｍ²～３．５ｋｇ／ｃｍ²の範囲」内にあるということ

はできないので，被告方法は構成要件１Ｅを，被告装置は構成要件７Ｈを充10 

足しない。そうすると，被告方法が本件発明１の，被告装置が本件発明７の

それぞれ技術的範囲に属するということはできない。 

 また，請求項２は請求項１の，請求項８は請求項７のそれぞれ従属項であ

るから，被告方法は本件発明２の，被告装置は発明８の技術的範囲に属しな

い。 15 

３ 結論 

 以上によれば，その余の点について検討するまでもなく，原告の請求は理由

がないので棄却することとし，よって，主文のとおり判決する。 
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